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1．本事業について
（1） 背景・目的
有料老人ホームは、平成12年の介護保険制度施行を機に急速に増加しはじめ、平成30年度には
約13,000か所まで拡大、さらに年間約1,000か所のペースで新規の届出が続いている。施設の増加
に伴い事業は多様化してきており、これに対し地方自治体が果たすべき行政指導上の役割も増大
している。
昨年度実施した本事業では、自治体へのアンケート調査等を実施し、委員会にて検討を行った結
果、「有料老人ホーム指導監督の手引き」を作成した。
今年度は、前年度の積み残しとなっている課題に取り組み、同手引きの増補版を作成することと
した。

（2） 事業概要
①アンケート調査の実施
各自治体（「都道府県、指定都市、中核市」をいう）に対し調査を実施し、老人福祉法及び「有料老人
ホーム設置運営指導指針」に基づく指導監督業務における課題等を洗い出した。また、当該調査に
併せて、各自治体の指導監督資料を収集した。

②自治体指導監督担当者意見交換会の開催
全国を5ブロックに分け、各自治体との意見交換を行い、指導監督上の課題等を把握した。

③「指導監督の手引き」増補版の作成
老人福祉法への対応を含め、地方自治体が有料老人ホーム等に対する指導監督の一助として活
用できるよう、「有料老人ホーム指導監督の手引き」増補版を作成した。

④事業者向け説明会の開催
当初、東京・大阪会場を予定していたが、委員会での検討の結果、「指導監督の手引き」増補版の完
成が年度末に及んだことから、開催を中止した。

⑤地方自治体向けセミナーの開催
当初、令和2年3月13日に開催を予定していたが、新型コロナウィルス対応のため、開催を取りや
めた。

⑥委員会の設置
上記事業を実施するため、地方自治体の指導監督担当者で構成する委員会を4回開催した。
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■委員会名簿 

有料老人ホーム指導監督調査研究委員会  

〇委 員 

（敬称略・氏名五十音順） 

役職名は令和２年３月３１日時点 

 氏   名 所     属 

委員長 町田  昭隆 東京都福祉保健局  高齢社会対策部施設支援課 課長代理 

委 員 神原  雄一 名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課指導係 主事 

〃 近藤 富美子 大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 課長補佐 

〃 石垣   徹 札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課施設指導係 係長 

〃 安松  重信 福岡市保健福祉局高齢社会部事業者指導課施設指導係 係長 

〇オブザーバー 

氏   名 所     属 

森岡  信人 厚生労働省老健局高齢者支援課 課長補佐 

下村 健太郎 国土交通省住宅局安心居住推進課 課長補佐 

明地  美穂 厚生労働省老健局高齢者支援課高齢者居住支援係 

〇事務局 

氏   名 所     属 

松本  光紀 公益社団法人全国有料老人ホーム協会 事業推進部長 

福澤  真美 公益社団法人全国有料老人ホーム協会事業推進部 係長  

田中   健 公益社団法人全国有料老人ホーム協会事業推進部 

 

■委員会開催経過 

 開催日  

第 1回 R1.8.28(水) １）委員長選任の件 ２）事業実施概要の件 ３）自治体アンケート調査実施の

件 ４）有料老人ホーム指導監督担当者意見交換会開催の件 ５）その他 

第 2回 R1.10.31(金) １）自治体アンケート調査及び意見交換会実施結果の件 

２）届出等における文書削減の件  ３）都道府県と基礎自治体間の情報共有

の件 ４）虐待案件への対応の件 ５）事故案件への対応の件  ６）行政処分

の件 ７）その他自治体からの意見 

第 3回 R1.12.13(金) １）事務文書削減の件 ２）「有料老人ホーム指導監督の手引き」増補の件 

３）「有料老人ホーム指導実務向上セミナー」開催の件  

第 4回 R2.2.28(金) １）有料老人ホーム指導監督手引き増補の件 

２）事業報告書作成の件 
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2．事業の実施結果について
（1） 委員会検討結果
①届出等における文書削減の件
　事業者が自治体に有料老人ホーム設置届を提出するにあたり、法令により求められる文書があ
り、この削減の可能性について検討を行った。
1．老人福祉法第29条第1項に基づく文書

( 届出等 )

第�２９条　有料老人ホーム ( 老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又

はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもの (以下「介護等」という。)

の供与 ( 他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)

をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住

居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。) を設置しようとする者は、

あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け

出なければならない。

一　施設の名称及び設置予定地

二　設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地

三　条例、定款その他の基本約款

四　事業開始の予定年月日

五　施設の管理者の氏名及び住所

六　施設において供与される介護等の内容

七　その他厚生労働省令で定める事項　（※施行規則に規定）

　委員会での検討結果として、法第29条第1項に規定する文書については、いずれも必要であると
考える。

2．老人福祉法施行規則　第29条第1項第七号に基づく文書

（法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項）

第�二十条の五　法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおり

とする。

　（以下、第一号～第十四号）

　上記の14項目について、提出の必要性の有無、及び理由について検討を行った。

規　定
提出の

必要性
理　由

一　建物の規模及び構造並びに設備の概要 必要 避難、防災上で図面の確認が必要。

二�　建築基準法（昭和二十五年法律第二百一

号）第六条第一項の確認を受けたことを証

する書類

必要

建物の建築用途が適正化を確認する必要が

ある。
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三�　設置しようとする者の直近の事業年度

の決算書
不要

指導監督上で活用された事例が、他に比べ

て少ない。

四　施設の運営の方針
不要

「重要事項説明書」様式内での確認が可能で、

重複するため。

五　入居定員及び居室数 不要 同　　上

六　市場調査等による入居者の見込み

不要

入居者募集は設置者の責任において行うも

のであり、計画段階で提出を受けても内容

の良否を判断できない。

七　職員の配置の計画

不要

開設前の計画見込み内容であり、「重要事項

説明書」様式内での確認が可能で、重複す

るため。

八�　法第二十九条第七項に規定する前払金

（以下「一時金」という。）、利用料その他

の入居者の費用負担の額

不要

「重要事項説明書」様式内での確認が可能で、

重複するため。また、詳細が必要であれば、

同様式を改正すれば足りる。

八�の二　法第二十九条第七項に規定する保

全措置を講じたことを証する書類
必要

法律に基づくものであり、証明書類は必要。

九�　入居契約に入居契約の解除に係る返還

金に関する定めがあるときは、当該定め

の内容並びに返還金の支払を担保するた

めの措置の有無及び当該措置の内容

不要

「重要事項説明書」様式内での確認が可能で、

重複するため。また、「返還金の支払を担保

するための措置の有無」とは、指導指針に

も規定されていない。

十�　入居契約に損害賠償額の予定（違約金

を含む。）に関する定めがあるときは、そ

の内容

不要

「入居契約書」規定での確認が可能で、重複

するため。他方で、消費者契約法で損害賠

償の予定は違法とされている。

十一　医療施設との連携の内容
不要

「重要事項説明書」様式内での確認が可能で、

重複するため。

十�二　事業開始に必要な資金の額及びその

調達方法
不要

指導監督上で活用された事例が、他に比べ

て少ない。

十三　長期の収支計画 不要 同　上

十�四　入居契約書及び設置者が入居を希望

する者に対し交付して、施設において供

与される便宜の内容、費用負担の額その

他の入居契約に関する重要な事項を説明

することを目的として作成した文書

必要

消費者契約法ほか、入居者への不当な権侵

害や違法性がないかを確認する上で、入居

契約書、管理規程、重要事項説明書の確認

は必要。
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　老人福祉法施行規則に規定される上記の文書について、特に、決算書類等については文書削減上
での優先順位が高い。時代の流れの中で決算書の徴求が形骸化（実際に活用されることがない）し
ているということを勘案すれば、介護保険事業における文書削減でも提出が不要となっており、有
料老人ホーム事業においても提出を不要とすることも考えられる。
　なお、全国で実施した意見交換会では、以下のような意見も出されている。
（主な意見）
〇�決算関係の書類について、意識の低い事業者もいるので、今後の運営や経営についての注意を促

すことができるので、提出した方がよい。

〇指導監督上で決算書を活用できるケースはほぼない。

〇�決算書以外に削減を優先するべきものに関しては、長期の収支計画ではないか。３０年後に入

居者を確保出来るのかどうか疑問が残る。ただし、意見交換会の中での意見では、３０年を例え

ば１０年に短縮してはどうか。

3．老人福祉法第29条第1項に基づく文書
　法令に基づく文書のほかに、各自治体が独自に徴求する文書がある。以下はその例である。

入居募集計画書 災害対策計画書 法人役員名簿（反社の確認等）
業務委託契約書 土地・建物登記簿謄本（根抵当権確認） 法人登記簿謄本
消防検査済証 社保・労保加入確認票（厚労省要請） 建物賃貸借契約書

設置届事前協議書 周辺医療機関分布図 運営懇談会会則
苦情処理体制表 緊急時対応表 情報開示等一覧表
主要取引金融機関 職員研修計画書 施設案内書

4．（参考）ホーム開設後に徴求する文書例
情報開示等一覧表 虐待発生報告 被災状況報告書
毎期の決算書 自己点検調書 身体拘束実施報告書

運営懇談会開催状況報告書 入居者状況報告書 住所地特例入・退所報告書
施設等現況報告書 職員名簿・勤務体制表
事故報告書

主要取引金融機関

②都道府県と基礎自治体間の情報共有の件
　令和元年10月28日に開催された社会保障審議会介護保険部会では、都道府県と基礎自治体との
情報共有について、以下の指摘がなされた。
　・�現在、有料老人ホームについては、都道府県に届出を行い、また、サービス付き高齢者向け住宅
は都道府県に登録を行っており、指導監督等も都道府県から受ける仕組みとなっている。

　・�また、サービス付き高齢者向け住宅については、都道府県に登録があった場合、その旨が市町村
に通知される一方、有料老人ホームでは、届出された情報について、少なくとも法令上は市町村
に通知する規定は存在しない。また、市町村と情報共有している場合であっても、文書による
通知をしていない自治体も約4割存在している。

　・�このように、特定施設の指定を受けていない有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に
ついては、都道府県中心にその登録・届出や指導監督がなされており、市町村からの関与が薄い。
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（検討結果）
◇�有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の質を確保するため、行政、特に、保険者である
市町村の正しい現状把握と関与の強化が考えられ、そのための方策には次のような取り組みが
考えられる。
例：
　〇�都道府県に届け出られた住宅型有料老人ホームに係る情報について市町村に通知し、市町村
がこれらを把握できるようにする。

　〇把握した情報を介護保険事業計画に記載しておく。
　〇在宅サービスを指定する際に都道府県知事に市町村長が意見を申し出ることを促す。
　〇在宅サービスの利用状況の確認を促す。
　〇介護保険事業計画上把握可能な特定施設に誘導していく　　等。

　令和元年度に実施した自治体調査で、都道府県に対し基礎自治体との連携について聞いたとこ
ろ、「ある」が78.3％、「ない」が21.7％であった。主な連携方法は次のとおりである（重複回答）。
情報共有 91.7％

合同会議の開催 44.4％

集団指導の共催 22.2％

監査への同行 11.1％

その他 19.4％

　また、具体的な連携内容の例は以下のとおりである。

・�入居者に対する虐待に関する情報提供があった際には、施設所在地市町村と情報共有を図り

つつ、必要に応じて、高齢者虐待防止法に係る虐待判断権限を有する市町村同行の上、監査

を実施している。

・監査等を実施する際に、必要に応じて事業所所在地市町村の職員の同行を依頼している。

・介護保険などと連携し情報共有を行っている。

・�県の実地検査結果は区市町村へ、区市町村の実地検査結果は県へ情報提供し情報共有を図っ

ている。

・立入検査結果の提供

・指導方針、届出状況、未届施設、事故報告、苦情相談、立入検査等適宜情報を共有している。

・�「県内市町村有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の指導方針に関する連絡調整会

議」(年２,３回 )

・�権限移譲市町村及び介護保険の保険者と適宜合同立入検査を実施。未移譲市町村とは適宜同

行立入検査の実施。

・集団指導の案内、未届有料老人ホーム調査

・虐待等の通報があった場合は、基礎自治体と情報共有を行い、対応を検討している。

・�介護保険サービス事業所等に併設している有料老人ホームについて、指導監査への同行を依

頼しているほか、各市町から提供される有料老人ホームの設置に関する情報を踏まえ未届の

有料老人ホームを把握している。
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　具体的な連携方法について、令和元年度の自治体調査（都道府県回答分）では、虐待発生時の基礎
自治体からの連絡や対応ルールを定めているか聞いたところ、「定めている」が70.7％、「定めてい
ない」が29.3％であった。

・�高齢者虐待防止法に規定されるとおり、現地確認等は基本的に市町村が行い、県に報告する。

市町村だけで対応が難しく、老人福祉法の行使が必要であると認める時等は、県が協力して

確認を行う。

・虐待が疑われる案件が発覚した時点で、市町村から県に内容について連絡を行う。

・�高齢者虐待の通報を受けた市町村は、高齢者虐待防止法に基づき、施設の立入調査、利用者

への聴き取り等により事実確認を行い、県にその結果を報告する。高齢者虐待が確認された

場合、県は老人福祉法に基づき施設の立入検査を行い、事業者に改善を指導する。虐待の状

況によっては行政処分を行う。

・�「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（平成 30 年 3 月厚

生労働省老健局）に基づき、適宜の連絡及び虐待認定された場合は文書による報告をするよ

う求めている。

・�自治体において、虐待の事実が確認できた日の属する月を基準月とし、翌月５日までに担当

地方局（地域福祉課）へ報告する（悪質なケース等、県の迅速な対応を要するものは除く。）。

地方局は毎月１０日までに前月分の報告内容を集計し、報告書を作成の上、県へ提出する。

・�県所管の有料老人ホーム等であった場合は、状況に応じて同行するため、市町村に通報があっ

た際に、県にも相談するように伝えている。

③虐待案件への対応の件
　虐待・身体拘束への対応について、有料老人ホーム設置運営標準指導指針では、設置者へ諸種の
取り組みを求めている。特に、身体拘束廃止に関して、平成30年度の同指導指針改正によって、介
護付きホーム以外のホームにも規制が拡大されたことに注意が必要である。
　令和元年度の自治体調査で、虐待事案への自治体の対応スキームがあるかを聞いたところ、「あ
る」が49.3％、「ない」が50.7％となった。ただし、厚生労働省が策定した対応マニュアルを準用し
ている自治体の多くが、「独自のスキームはない」と回答した事例が多い。
　この対応スキームについて、例えば千葉県庁が令和元年度に改訂したマニュアルでは、住宅型有
料老人ホームでの対応方法を独自に定めている。
　都道府県と基礎自治体との連携・情報共有においては、設置者の指導監督権限が都道府県にあっ
ても、虐待事案への対応を含め、日常的に基礎自治体が関わる場合に、ホームの基本的な情報がな
い中で対応を行うことは極めて困難であることから、都道府県においては「届出情報」や「指導監督
情報」の基礎自治体への共有等を積極的に図る必要がある。
　なお、自治体向け調査では、虐待事案の発生に伴う設置者からの報告様式がある、と回答した自
治体は25.4％に留まっていることから、指導監督の手引き増補版において独立した項目を設置し、
複数の事例を示すこととした。
<全国意見交換会での主な意見>
○�５会場の基礎自治体における虐待の判定の困難さが多く、何らかの形での基準が欲しいという

意見が多かった。また、ある程度規模の大きい自治体であれば報告があがってくるが、規模の
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小さい自治体からは報告があがってこないという意見もあった。規模の小さい自治体について

は、どのように対応してよいかわからないという意見があった。その他、虐待に関する報告様式

を作成している自治体の書式等を紹介した。

・�基準がないので、認定の判断に悩んでいる。規模の小さい自治体については、年間を通して虐待

の通報自体が少ないので対応に悩んでしまう。判断基準を作成した方がよいという意見も多数

あるが、例えば同様の虐待案件が２件あったとしても、その背景によって一方が虐待でないと判

定されることなどへの懸念があり、判断基準を作成するのはかなり困難であると思われる。

・虐待の認定は難しい。客観的な証拠が無ければ認定が難しい。

④事故案件への対応の件
　令和元年度に実施した自治体調査（125か所）で、事故報告要領(様式)があるか聞いたところ、「あ
る」と回答した自治体が91.1%あった。自治体に報告を求める事故様式については、「具体的な事
故内容」を定める自治体と、「受傷の程度」で定める自治体とに分かれているが、事故の種類を集計・
分析する上では事故内容（例えば、転倒・転落・誤嚥・・・）を項目化することが望ましい。
　また、近年では事故報告要領を定める自治体も増加している。設置者から見て、どの程度の事故
が報告対象となるのか、また、報告すべき時点を明確化するためにも、こうした要領の作成が望ま
しい。
　各自治体が定める事故報告様式は、一般的なものの他に、「事故の種別ごとに区分した様式」、「事
故の重大性により区分した様式」、「報告すべき時点により区分した様式」、等がある。
　これらについて、指導監督の手引き増補版で具体例を示しながら独立した項目を設けることと
した。
<全国意見交換会での主な意見>
○�アンケートの結果、何らかの基準が欲しいという意見が多数寄せられた。ただし統一した基準

があればよいというわけではないという意見もあった。理由として報告をさせて、事故を未然

に防ぐ効果もあるといった内容だった。

・�県と市では同じ内容の要領を使っていながら報告の内容が違っていたので、事業者も提出する

かしないか迷ってしまうと思うので、少なくとも県内では同じレベルで提出してもらった方が

よいと思う。

⑤行政処分の件
　老人福祉法に規定する行政処分には、改善命令と事業停止命令がある。
　このうち改善命令は、何らかの方法で指導監督が行われ、再三の指導に関わらず事業者に改善が
みられない場合に行われる行政処分である。また、再三の指導に関わらず改善がみられず、そのこ
とが入居者の安心や安全を脅かすものであるとき、地方自治体は事業停止命令を行うことができ
る。
　事業停止命令を行った場合、事業者は生活支援、食事、介護等のサービス提供を行うことが禁止
される。このため、入居者の生活が結果的に立ちいかなくなるため、法令上で地方自治体には入居
者の住み替え先を紹介するなどに努めるよう求められている。
　現在までに各自治体から出された改善命令の多くは、入居者への虐待事件に伴うものである。
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また、事業停止命令については、現時点で行われた事案はない。行政処分の権限を有しながらこ
れまでに処分実績が少ない理由について調査したところ、多くの自治体からは「判断基準がないか
ら」「指導指針を根拠とする処分では、慎重にならざるを得ない」、等の意見が寄せられている。
　令和元年度の自治体調査では、平成２８～３０年度で文書指導を行った件数は１自治体当たり
1.5件あった。
　また改善命令は都道府県・政令指定都市・中核市を合わせても８回と少なく事業停止命令は発出
されていない。
　文書指導・改善勧告・改善命令を行った内容としては、入居者への虐待が最も多く、職員の窃盗事
件に関するものもある。
　そこで、指導監督の手引き増補版では、具体的な処分例を追加するなどの対応を行うこととし
た。
<全国意見交換会での主な意見>
・有料老人ホームについては指導指針であるため、行政処分となる明確な基準がない。

・�老人福祉法において事業停止命令が創設されたが、実際に入居者が居住している有料老人ホー

ムに対して事業停止命令を出すのは困難なのではないか。

・�介護保険事業所の介護報酬のように具体的に公金が支払われているわけでもないため、事業停

止命令等の行政処分の実効性がどの程度あるのかが分からない。

・�平時より有料老人ホーム関係の事務に携わる職員が十分に配置されていないなか、不適正な運

営等を確認するために実施する特別検査や行政処分するにあたり実施する行政手続法に基づく

聴聞事務等に従事する職員を確保することができない。

・明確な処分基準を設けにくいため、基準のひな型のようなものを国から示されるとありがたい。

・�各自治体で行政処分の基準があると思うが、この基準で良いのかどうかがわからないことがあ

る。基準の根拠や対応が難しいことがあるため、処分することの困難さを感じている。

・国が処分基準を示していないため各自治体にばらつきがある。

　行政処分の判断基準が必要という意見があった一方で、判断基準を作ってしまうと行政の裁量
権が狭まってしまうのではないかという意見も寄せられた。事業停止命令については、そもそも
出しづらいという意見も寄せられた。
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（２）自治体向けアンケート結果 

現在の指導監督の実態や課題を把握するため、調査項目を作成し、郵送によりアンケートを実

施。都道府県・政令指定都市・中核市 125 団体中、113団体から回答を得た。 

 

□調査結果 

1．調査名   

・「有料老人ホームの指導監督に関するアンケート調査」   

2．調査対象及び回収  

・125 自治体（都道府県（47）、政令指定都市（20）、中核市（58）（平成３１年４月１日現在）を対象

に実施。 

3．調査種別  

・悉皆       

4．調査方法  

・調査票をメールで送付・返送による。(令和元年８月２９日送信) 

 ・回答結果については、９月末までに一部を厚生労働省へ報告のうえ、委員会の検討に付す。 

5．調査内容  

・委員会で設定した調査項目による      

6．調査時期  

・令和元年８月～同９月       

7. 調査結果の活用  

・全国５ブロックでのヒアリング、及び「有料老人ホーム指導監督の手引き」増補版作成の基礎資料 

とする。 

 

◆回答結果 

 113 自治体から回答を得た。 

  都道府県   43 か所 

  政令指定都市 20 か所 

  中核市    39 か所 

  業務移管団体 11 か所 

 

◆所管する事業所数 

・有料老人ホーム 13,980 か所／1自治体当たり 123 か所 

     ※最小 3室、最大 1,022 室   

・サービス付き高齢者向け住宅 7,076 か所／1自治体当たり 62か所 

     ※最小 7室、最大 691 室  
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【届出関係書類について】 

問２．届出時の提出書類 

老人福祉法、同施行規則に規定する文書以外に、各自治体独自の徴求書類がある。 

〇土地登記簿謄本等 〇苦情処理体制表 〇入居募集計画 〇調理等の委託契約書の写し 〇入居募集パン

フレット 〇非常災害対策計画 

〇条例、定款その他の基本約款 〇土地にかかる権利関係を明らかにすることができる書類 〇建物の配置

図及び平面図 

〇有料老人ホーム設置計画事前申出書 〇有料老人ホーム設置計画事前協議書 

〇有料老人ホームの事前協議にて、添付資料で「有料老人ホーム施設機能地域開放計画」の提出を求めてい

る。 

〇管理者就任承諾書・経歴書 〇役員名簿 〇履歴事項全部証明書 〇登記事項証明書 〇建物平面図、等 

■事前申出書 

○法人の定款写し 

■事前協議書 

〇建物の位置図、平面図、求積表(各部屋別)（既存施設等の場合、土地、建物の登記簿謄本） 

〇法人役員名簿、履歴書 〇運営法人の直近の決算書 〇施設の運営方針（管理規程を作成している場合

は、併せてその写し） 〇市場調査等による入居者の見込み 〇職員の配置計画 

〇一時金、利用料、その他の入居者の費用負担の額（入居契約書の写し） 

〇入居一時金を徴収する場合は、契約解除に係る返還金支払いを担保するための措置の有無及びその内容を

示す資料 

〇入居契約に損害賠償の定めがある場合はその内容を示す資料 

〇医療機関との連携の内容を示す資料 〇事業開始に必要な資金の額及びその調達方法 〇長期の収支計画 

〇重要事項説明書の写し 

■設置届 ※添付書類のうち、事前協議書までに提出済で変更がないものは不要 

〇条例、定款その他の基本約款 〇建築基準法第 6条第 1項の確認を受けたことを証する書類 

〇設置しようとする者の直近の事業年度の決算書 〇施設の運営方針 

〇市場調査等による入所者の見込みに係る書類 〇職員の配置の計画 

〇一時金、利用料その他の入所者の費用負担の額が明らかになる利用規程等 

〇医療施設との連携の内容に係る書類 〇事業開始に必要な資金の額及びその調達方法に係る書類 

〇長期の収支計画 

〇入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負

担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書 

■事業開始届 ※添付書類のうち、設置届までに提出済で変更がないものは不要 

〇消防法による設備検査済証  ②建築基準法による建物の検査済証 〇建物の登記簿（権利設定も分かる

もの） 〇医療機関との連携について取り交わした契約書等 〇損害賠償契約書等 〇施設のパンフレッ

ト、チラシ等 〇重要事項説明書 
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設置者は、施設所在地市町村や近隣の事業所等にニーズを確認して入居者数を見込んで設置することが多いた

め、所轄庁に見込みを報告する必要はないのではないか。また、「市場調査等」についても明確な方法の規定

がなく、施設によって方法も異なり、施設のこの書類作成の負担も大きいように感じる。 

適切に事業を実施できることを確認するために求めていると思われるが、市場調査や見込みが、適切であるか

審査には、企業経営についての専門知識が必要となり、また、明確な基準を設定することは困難であるため、

届出時に適否を判断することは困難と考える。届出時においては、指針等の基準（設備基準）を満たしている

かを平面図で確認することにより、適切に事業を実施できるかを判断するため、当該項目は不要と考える。 

非常に規模の小さい法人や施設が少なくない中で、当該文書を提出させても、似たり寄ったりの文書が出てく

るだけ。 

指導に不要なため。 

当該調査の目的は，入居数の見込みを立てることで，収支等の見通しを立てて，健全な運営が可能かどうか判

断する目的だと思うが，収支の見通し（健全な運営の見通し）があれば，収支計画を提出させることで十分と

考えるため。 

見込み人数に問わらず、事業者の事業計画に基づき設置を判断すべきと考えるため。        

事業参入者は、事業として収支（入居者）見込みが立つことが前提で実施するものであるため。 

画一的な記述が多く、入居者の見込みの検証は実務的に困難なため。 

信憑性の低い調査結果もありうるため。 

総量規制を行う施設ではなく、届出制であるため。入居者見込みが十分か否かを判断することは難しく、一方

では長期の収支計画と重なるため。 

詳細な調査を実施している事業所が少なく、曖昧な記載のみである場合が多い。  

規制の基準がない事。また、想定であること等から判断がむずかしく、提出に疑問。 

見込みに対して今まで指導することがなかったため。 

書類が妥当適切かどうかの判断が困難であるため。 

・職員の配置の計画（第 7号）                       3.5%  
          

＜理由＞           

重要事項説明書に記載の内容で補完可能なため。  

新設時で開設までの期間が短く、未定のところも多いため。  

人員基準に関する規定がないため。 

介護保険施設は人員基準があるが、老福法の人員基準がないため。重要事項説明書の職員体制欄にて職員配置

の確認ができるため。 

  

          

・前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額（第 8号）                                       1.1%            

＜理由＞ 
          

重要事項説明書に記載の内容で補完可能なため。 
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入居者に対する虐待に関する情報提供があった際には、施設所在地市町村と情報共有を図りつつ、必要に応じ

て、高齢者虐待防止法に係る虐待判断権限を有する市町村同行の上、監査を実施している 

監査等を実施する際に，必要に応じて事業所所在地市町村の職員の同行を依頼している。 

介護保険などと連携し情報共有を行っている。 

県の実地検査結果は区市町村へ、区市町村の実地検査結果は県へ情報提供し情報共有を図っている。 

県の実地検査へ区市町村の職員が同行している。 

立入検査結果の提供 

指導方針、届出状況、未届施設、事故報告、苦情相談、立入検査等適宜情報共有 

「市町村有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の指導方針に関する連絡調整会議」(年２,３回) 

「有料老人ホーム指導・研修会」及び「サービス付き高齢者向け住宅指導研修会」(年１回共催) 

権限移譲市町村及び介護保険の保険者と適宜合同立入検査を実施。未移譲市町村とは適宜同行立入検査実施。 

集団指導の案内、未届有料老人ホーム調査 

虐待等の通報があった場合は、基礎自治体と情報共有を行い、対応を検討している。 

介護保険サービス事業所等に併設している有料老人ホームについて、指導監査への同行を依頼しているほか、

各市町から提供される有料老人ホームの設置に関する情報を踏まえ未届の有料老人ホームを把握している。 

立入検査等への同行 

未届有料老人ホーム懸念施設についての情報提供を文書で依頼している。 

虐待が懸念される施設への調査(基礎自治体主体)に同行して施設状況を確認している。 

特に消防部局と随時電話等で情報を共有している。 

 

【虐待案件への対応の件】 

問 11．自治体として虐待事案への対応スキーム(通報から行政処分までの手続きの流れ)があるか。 
 

ある 49.3% 
 

 
ない 50.7% 

 

※「自治体として」の解釈を、他にある場合や厚労省マニュアルを準用している場合に、「ない」 

と答えたケースが多かった。 
 

問 12．虐待が発生した事業者からの報告様式がある。 
  

ある 25.4% 
 

                      
ない 74.6% 

 

                         

問 13．都道府県における虐待発生時の基礎自治体からの連絡や対応ルールを定めている。 
                      

ある 70.7% 
 

                      
ない 29.3% 
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【行政処分の件】 
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有料老人ホームでの虐待でも、有料老人ホームとその他の事業所が併設しており、虐待を行った者が従業

者の場合、有料と別事業所を兼務しており、担当課が複数になることがあるため、他の事業所が併設して

いる場合は、担当課へ情報提供を行い連携して対応を行うようにしている。 

 

県、政令市、中核市による指定担当者会議により情報交換を行っており、顔の見える関係づくりに努めて

いる。ただし、行政処分に係る基準（監査基準や処分基準）は各自治体により異なるため、処分基準等を

ある程度の地域では統一すべきではないか、とも感じている。 

 

本市において行政処分の実績はないが、行政処分が必要な案件が生じた場合等は、定期的に開催される県

及び政令・中核市の有料老人ホーム担当者の連絡会での情報の共有を図ることができる。 

 

                            

問 27.行政処分の実施においての課題や問題点 
         

行政処分事案とすべき標準的な判断基準や行政処分に係る行政手続法上のフローが確立していない点。 

 

有料老人ホームについては指導指針であるため、行政処分となる明確な基準がないこと。 

 

前例がなく、実際に行政処分に相当するかどうかを判断することが難しいと感じる。 

 

老人福祉法において事業停止命令が創設されたが、実際に入居者が居住している有料老人ホームに対して

事業停止命令を出すのは困難なのではないか。 

 

設置届の提出を拒否する未届有料老人ホームにおいて不正事案が発生し、行政処分を行う場合の対応 

 

同事業者が運営している訪問介護事業所等が有料老人ホームでサービスを提供している場合、処分の対象

となる事案が、有料老人ホームで提供されるサービスか、訪問介護で提供されるサービスか区別するのに

苦慮する。 

 

事業停止命令の際の入居者の転居先等の迅速な確保。 

 

行政処分を行った場合、入居者の処遇については特に配慮が必要と考えられる。 

 

行政処分の実施が完了するまでに長期間を要すること。 

 

・老福法違反である“未届”施設が横行している状態で行政処分を行う難しさを感じる。 

・介護保険事業所の介護報酬のように具体的に公金が支払われているわけでもないため、事業停止命令等

の行政処分の実効性がどの程度あるのかが分からない。 

・有料老人ホームは生活の場でもあるため、事業停止命令をした際には入居者の行き先の確保が最優先さ

れるが、行政としてどこまで介入できるか、介入すべきか、悩ましい。 

 

基準がないこと。法令による強い拘束力が必要。 

 

処分の是非、程度の判断基準について課題があると考えられる。 

 

事業者に対する処分は、有料老人ホーム等の入居施設の場合、利用者の受け皿の確保の問題に直結するの

で、実施が難しいと感じる。 

 

明確な処分基準を設けにくいため、基準のひな型のようなものを国から示されるとありがたい。 

 

各自治体で行政処分の基準があると思うが、この基準で良いのかどうかがわからないことがある。基準の

根拠や対応が難しいことがあるため、処分することの困難さを感じている。 

有料老人ホームについては、老人福祉法上の処分事由が限定的であると感じており、実際に行政処分を行

うことが難しいのではないかと感じている。設置運営指導指針が、介護サービス事業所のように運営基準

等が法令により明確にされると良いと思う。 
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(３)自治体指導監督担当者意見交換会の開催 

 

アンケート調査結果に基づき、さらに現在の課題を把握するため、全国５か所において意見交

換会を開催した。出席者には有料老人ホーム指導監督部局のほか、サービス付き高齢者向け住宅

の所管部局からの参加も得た。 

 

①開催概要 

地 域  日  程 会   場 出席者 

札幌会場 R1.10.1（火） 北海道建設会館 ６名 

名古屋会場 R1.10.7（月） ウインクあいち １６名 

福岡会場 R1.10.11（金） 福岡県消防会館 １４名 

大阪会場 R1.10.18（金） 大阪府庁会議室 ３３名 

東京会場 R1.10.21（月） ＴＫＰ東京駅八重洲カンファレンスセンター ３３名 

 

②実施結果（主な意見の抜粋） 

 会場ごとに、４つの検討テーマで意見交換を行った。以下は主な意見である。 

 

〇テーマ１．設置届出時、指導監督上の事務文書について 

（老人福祉法施行規則第 20 条の 5） 

  条文 主な意見 

一 
建物の規模及び構造並

びに設備の概要 
避難、防災上で図面の確認が必要。 

二 

建築基準法第 6条第 1

項の確認を受けたこと

を証する書類 

建物の建築用途が適正化を確認する必要がある。 

三 

設置しようとする者の

直近の事業年度の決算

書 

指導監督上で活用された事例が、他に比べて少ない。 

四 施設の運営の方針 
「重要事項説明書」様式内での確認が可能で、重複する

ため。 

五 入居定員及び居室数 同  上 

六 
市場調査等による入居

者の見込み 

入居者募集は設置者の責任において行うものであり、計

画段階で提出を受けても内容の良否を判断できない。 

七 職員の配置の計画 
開設前の計画見込み内容であり、「重要事項説明書」様

式内での確認が可能で、重複するため。 
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八 

法第 29 条第 7項に規定

する前払金（以下「一

時金」という。）利用

料その他の入居者の費

用負担の額 

「重要事項説明書」様式内での確認が可能で、重複する

ため。また、詳細が必要であれば、同様式を改正すれば

足りる。 
 

八の二 

法第 29 条第 7項に規定

する保全措置を講じた

ことを証する書類 

法律に基づくものであり、証明書類は必要。 

九 

入居契約に入居契約の

解除に係る返還金に関

する定めがあるとき

は、当該定めの内容並

びに返還金の支払を担

保するための措置の有

無及び当該措置の内容 

「重要事項説明書」様式内での確認が可能で、重複する

ため。また、「返還金の支払を担保するための措置の有

無」とは、指導指針にも規定されていない。 
 

十 

入居契約に損害賠償額

の予定（違約金を含

む。）に関する定めが

あるときは、その内容 

「入居契約書」規定での確認が可能で、重複するため。

他方で、消費者契約法で損害賠償の予定は違法とされて

いる。 

十一 
医療施設との連携の内

容 

「重要事項説明書」様式内での確認が可能で、重複する

ため。 

十二 
事業開始に必要な資金

の額及びその調達方法 
指導監督上で活用された事例が、他に比べて少ない。 

十三 長期の収支計画 同  上  

十四 

入居契約書及び設置者

が入居を希望する者に

対し交付して、施設に

おいて供与される便宜

の内容、費用負担の額

その他の入居契約に関

する重要な事項を説明

することを目的として

作成した文書 

消費者契約法ほか、入居者への不当な権侵害や違法性が

ないかを確認する上で、入居契約書、管理規程、重要事

項説明書の確認は必要。 
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決算書を正確に読めるわけではないが、本業で赤字でないか、財務体質がしっかりしている母体となっている

か確認をするためにも必要かと思う。 

経営状況が困難な事業所であっても届出制なので受けないわけにはいかない。また、経営のプロではないの

で、簡単な経営分析はしているか事業者に何も言えない。活かせないデータをもらうことに意味があるのか。 

活かせているかを考えると本当に必要なのかと思うが、何かあった時にその時点でもらっても遅いのかなとも

思う。 

不要だと思う。赤字だからといって届出を断るわけでもないし、決算書を見ても何もできない 

「赤字だったからこういう風に経営してください。」と指導ができるわけでもなく、あくまで届出制なので行

政から口出しができない。 

資金収支の適切さは分からないが、外形審査として徴求している。 

設置者からひな型はないかと問われるが、ないと答えるほかない。決算書は毎年徴求している。 

決算が赤字でも掘り下げることができない。設置者が途中交代することも時々ある。 

算書を徴求しているが、消費者から情報公開請求された場合に公開すべきか。徴求してしまうからこのような

問題が起こるのか。 

決算書は精査していない。 

財務関係の書類に関しては、提出してくれればそれでよいという形にしている。 

不要だと思う。赤字だからといって届出を断るわけでもないし、決算書を見ても何もできない 

赤字だったからこういう風に経営してくださいねと指導ができるわけでもなく、かといってあくまで届出制な

ので、行政から口出しができない。 

 

老人福祉法施行規則第 20条の５ 四「施設の運営の方針」 

要事項説明書との重複があり、不要。 

行政がファイリングするためだけであり、不要である。 

重説に欄があるので不要。何を書けばいいのか事業者から聞かれることもある。 

利用者向けにパンフレット等に理念などが載っているので、別に書類を作ってもらうところまではしていな

い。内容も何がダメで何なら良いもないので、パンフレット等にあれば提出くださいとしている。なければそ

れまでである。 

 

老人福祉法施行規則第 20条の５ 五「入居定員及び居室数」 

重要事項説明書との重複があり、不要。 

重説に書いてあるから不要ではないか。 

 

老人福祉法施行規則第 20条の５ 六「市場調査等による入居者の見込み」 

市場調査について、事業者はそこで事業が成り立つと見越して始めようとしているため、30年の長期収支の

方で見てくれ、という感覚でいる。 
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老人福祉法施行規則第 20条の５ 十四「入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付

して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事

項を説明することを目的として作成した文書」 

指導指針規定を満たしているかどうかを確認している。 

重要事項説明書に所定項目の記載があっても、契約関係書類に根規定がないと契約違反となる。また、施規第

１４号の書きぶりの修正が必要。（入居契約書及び「重要事項説明書」は並行規定ではない。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30年の収支計画について問い合わせがある。どうやって先のことを見るのか。実際は 4～5年のものを繰り返

す。減価償却の話、ここで大規模修繕あるよねなどの話はする。30年後の技術戦略どうするのか？今建てて

も 20年くらい。20年の間にペイできるのか？未来永劫続く業態ではない。 

資金収支計画の提出も含め、指導指針規定のバイアスが高く提出を求めざるを得ない側面がある。 

事業者は決算書を基に収支計画を作成してくるが、決算書を読み込まないと収支計画の妥当性が分からない

し、それなりのものを作られてきたらそれまでだし、ただ纏めているという感がある。 

資金と同様で行政が介入できない。聞き取りしたところで頑張りますとしか言わない。不要ではないか。 

最初の段階で長い期間入居者に対して責任をもてるのか自覚を促すという意味では必要かと思うが、内容がち

ゃんとしたものであるかは確認する術がない。建物は借りているだけだし、借金もしてないから貸借対照表は

なく損益計算書が 30年間同じという書類を提出してきた事業者もいる。提出にどれほどの意味があるのかは

疑問。 

計画期間を３０年の見込みではなく、期間を見直した方がよいのではないか。 

しっかりと計画するという意味合いで必要かと思う。 
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事故報告提出の基準は医療機関を受診したらとしている。打撲、体調不良で緊急搬送された場合でも報告対象

としている。誤薬に関しては落薬、薬の飲み忘れは除いている。年間、有料老人ホームだけでも１，０００件

位はある。業務に支障が出ているのも実情で、ある程度全国基準で定めていただけると、市としてもだいぶ助

かる。 

一定の判断基準はあった方がよいかと思う。 
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  ２グループのワークショップにし、発表しあうような形式でも面白そうだと思った。 

  厚労省の通知文を踏まえて解説していただき、分かりやすかった。 

  十分な時間を取っていただき有意義な議論ができた。 

  他自治体との交流ができ、意見交換の時間があってよかった。 

  今回のテーマは非常に参考になった。 

  もう少し小グループ（５，６名）でもよい。 

  フリーテーマの時間がもう少しあってもよい。 

  机の間隔が広く発言が聞き取りにくかった。もう少し狭くてもよい。 

  会場はできればＪＲ沿線でお願いしたい。 

  出席者間の横のつながりができてよかった。 

  もう少し時間に余裕があればよかった。 

  

  

会場申し込みがフリーだったので、普段あまり情報交換しない自治体の話が聞けて良かった。

県と市では目線や権限が違うので、別グループにしてほしい。 

  設置者に提出を求める資料の統一化などがあり、意見交換会は有意義で継続してほしい。 

  もう少しテーマを絞って実施した方がよい。 

  １年に１回でよいので、継続的にこの会議を開催してほしい。勉強の場になる。 

  今回の様な少人数のグループでの意見交換会を継続してほしい。 

  
意見交換の時間はもう少し長くてもよい。また、事前に聞きたいことを集めてもよいのではな

いか。 

  東北の担当者としては、北海道、東京開催よりも仙台市開催の方が助かる。 

指定都市 虐待判断が難しいケースがあり、事例集のようなものがあればよいと考えていた。 

  検討テーマがもう少し多くてもよいかなと思った。 

  
自席の前に参加者に見えるような自治体名のプレートがあるとよい。自己紹介はあったが聞き

取れない方もいた。 

  遠方からの出席者もいるので、午前中からの開催ができると十分な時間が取れると思う。 

  大変有意義であった。 

  設定外のフリーテーマの時間がもう少しほしい。 

  事故報告様式についてもう少し掘り下げてほしかった。 

  メンバーのアンケート結果を共有した方が意見を聞きやすいのではないか。 

  自由テーマの時間をもう少し取ってほしい。 

  他自治体の意見が聞けて大変参考になった。 

中核市 次回も参加させていただきたい。 

  

・指導監督といいながら指導（立入検査）に関する話がなかった。 

・有料（届出・調査）、サ高住（届出・調査）の部署に声をかけ広く意見を求めたほうが良

い。 
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議論のテーマを途中で知ることもあるので、先にある程度の落としどころを示してほしい。

（今回でいうと、届出時の文書削減のテーマについて先に国の方向性を知りたかった。）公務

員が自主的に文書削減を主張するのはなかなか困難なので。 

  
他の自治体の意見が分かり、とても勉強になった。県も出席していれば連携がとりやすいと思

った。 

  テーマ数を減らして深い議論をした方がよいと思う。 

  大変貴重な機会だった。 

  グループの自治体ごとの基礎データを一覧配布すると有意義かと思う。 

  
グループを同じ県内で分けるのもよいが、同じような人口やホーム類型のグループでもよいか

と思う。 

  
初参加だったが勉強になった。他の自治体の考えが聞けてとても参考になった。指導指針の取

り扱いが難しいと改めて思った。 

  フリーテーマの際に事務局のご意見もぜひ伺いたかった。 

  フリートークのテーマで、事前に希望を集め、多い内容を優先して検討するとより良い。 

  参加者と情報共有したいので、出席者名簿がほしい。 

  県と市町村とでは立場が違うので、グループを分けた方がよいのでは。 

  近場で開催してほしい。 

  今回の実施方法がよい。 

  
意見交換が指導監督の参考のためか、国の方針決定にも影響を与えるか、によって議論が変わ

ってくるのではないか。（文書削減につながるか、行政処分基準ができるのか、等） 

  
事業停止命令の処分基準が未だ示されていないので、どの自治体も二の足を踏んでいるのでは

ないか。 

  もう少し時間をとってほしい。貴重な機会なので１日がかりでもよい。 

基礎自治体 自治体調査を基礎自治体にも実施してほしい。 

 

（２）今後意見交換したいテーマについて 

自治体 ご意見 

都道府県 ・行政処分に係る標準的フローについて 

  ・今回のテーマを継続的に取り上げてほしい。 

  

・一般検査における検査手法の検討 

・指導内容の具体例について 

・ホームの防災について 

  ・指針不適合の事業者に、どう改善指導をすればよいのか。 

  
・相部屋対応 

・料金の違いについて 

  ・ホームの立入検査と併設居宅事業所への指導のあり方（介護保険部局との連携） 

  ・ホーム併設の居宅事業所の考え方について。 
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・未届ホームの指導方法 

・届出内容に対しどの程度まで指導するか。 

・ホーム数が増えすぎており、設置を制限できるような制度にならないか。 

  
・事故対応 

・設置届書類の精査方法 

  
・集団指導や研修の実施について 

・立入検査の実施方法について 

  
・併設居宅事業所への指導について 

・ホーム内での医療行為の取り扱い 

  
・立入検査の実施方法 

・苦情への対応 

  ・改正民法について 

  ・未届ホームへの指導について、継続的に取り上げてほしい。 

  ・提出資料について 

  ・届出が困難なケースへの対応 

  ・現場への実地指導方法について 

  ・老人福祉法における文言の明確化 

  

・サ高住担当課との業務分担や連携上の課題 

・（厚労省へ）サ高住の登録システムについて、有料老人ホームについても使えるようにする

と数年前の全国課長会議で説明があり、早く実現してほしい。 

  

・立入検査の実施方法 

・サ高住についての他部局との連携、業務の仕分け 

・災害対策、防災への取り組み（施設向けマニュアル、自家発電などの設備のチェックや調

査）。 

  ・虐待対応事例の共有 

  ・事業停止命令後の入居者の具体的な支援方法を厚労省に聞きたい。 

  ・有料老人ホームと判定するためのスキームについて 

  ・未届ホームへの対応 

  ・行政処分の実施方法について 

  ・行政処分を行うに当たっての事実認定方法（証拠の集め方）について 

  
・ホームの判断基準について 

・各自治体の未届有料老人ホームの傾向 

  ・未届ホームへの届出勧奨方法について掘り下げた意見交換 

  ・行政処分についてはどんどん意見が出てくると思うので、来年も取り上げていただきたい。 

  ・行政処分について 

  
・行政処分に関すること 

・虐待に関する事例等 
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・現在立入調査項目の見直しを考えている。指導指針に基づき項目を作っているが、現地確認

が難しい内容もあるので、各自治体がどのように行っているか意見をうかがいたい。 

  ・立入調査について 

  ・行政処分の取扱いについて 

  
・ホームの総量規制について 

・未届ホームの情報交換について（県をまたぐ開設など） 

  ・具体的な指導事例に基づく検討 

  ・建築部局や消防部局との良い連携事例について掘り下げてほしい。 

指定都市 
・行政処分の基準 

・未届ホームへの対応 

 ・苦情が増加しており法令による指導ができるよう細則を定めてほしい。 

  
・苦情相談への対応困難ケースへの対応方法 

・事故報告について、報告すべき事故内容を明確に規定してほしい。 

  ・未届ホームの取り扱いについて 

  
・届出手続きの流れ 

・指導指針に従った指導の程度 

  ・未届ホームへの指導 

  ・立入検査の実施方法 

  ・未届ホームの届出について法整備を検討してほしい。 

  ・届出文書の削減 

  

・無料低額宿泊所への対応 

・届出文書について 

・指導指針不適合事項への指導方法について 

中核市 
・集団指導の実施方法について 

・事故報告対応について 

  

・ホームでのインフォーマルサービス提供について 

・届け出制における改善命令等について（取扱いが難しい。介護保険法で取消しを受けた場合

に有料へも何らかの処分ができるようにしてほしい。） 

  ・指導事例など 

  ・併設事業所で虐待が起こった場合の指導監督（行政処分）の流れについて 

  ・指導指針の拘束力について（居室面積が狭い場合に広げさせるなど） 

  
・未届ホームへの指導監督方法 

・指針不適合事項が生じた場合の、不適合事項の重説記載以外の指導、処分等 

  意見交換の結果を法律や指導指針に反映してほしい。 

  
・立入検査実施方法について 

・建築部局との連携について 
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・未届ホームへの対応について 

・住宅型ホームへの立入監査について 

  ・他部局と連携して住宅型に立入検査を行う方法 

  
・虐待については継続し、ゆくゆくは対応マニュアルを作ってほしい。 

・生保受給者向けの「特別料金」設定は必要悪であり、各自治体の落としどころが知りたい。 
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（4） 「有料老人ホーム指導監督の手引き」増補版の作成
　アンケート調査結果及び意見交換会の実施結果を踏まえ、指導監督の基本的な考え方や各自治
体の様々な取り組みを収載した「指導監督の手引き」を本委員会において作成し、都道府県、政令指
定市、中核市に送付することとした。
　（内容については別冊。）
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資料 

「有料老人ホームの指導監督に関するアンケート」調査票 

 

※2019年 8月 1日時点の状況を記入してください。（問１の事業所数の設問を除く） 

 

１．貴自治体について教えてください。 

 

問１ 基本情報 

 区  分 1．☐都道府県 2．☐政令指定都市 3．☐中核市  

4. ☐上記 2.3以外の市町村（広域連合、市町村へ権限移譲している場合） 

自治体名  

指導監督部署名  

ご回答者氏名  

メールアドレス  

連絡先 ＴＥＬ．            ＦＡＸ． 

所管する事業所数 

（R1.6.30現在） 

有料老人ホーム【    】か所 

サービス付き高齢者向け住宅【    】か所 

 

２．事業者に求める届出関係書類について 

 

問２ 届出時の提出資料の内容を教えてください。 

老人福祉法及び老人福祉法施行規則に基づく文書の他、自治体独自の届出文書(様式)があれば具体的にご記

入ください。 

※様式をメールに添付してください。ただし、ホームページに様式を掲出している場合はその URLを以下に

ご記入いただければ添付は不要です。 

  （ＵＲＬ） 

問３ 書類提出を電子的な手段で受け付けていますか。 ☐はい  ☐いいえ 

問４ 事業開始後、事業者に求める報告文書(様式)にはどのようなものがありますか。 

（例：情報開示一覧表、決算書類、事故報告書、等。（ただし、厚生労働省が実施する「有料老人ホームを対

象とした指導状況等のフォローアップ調査」やアンケート調査等の関係資料は除く。） 

※様式をメールに添付してください。ただし、ホームページに様式を掲出している場合はその URLを以下に

ご記入いただければ添付は不要です。 

（ＵＲＬ） 
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問５ 自治体及び事業者の負担軽減を目的とする事務手続き簡略化の観点より、老人福祉法施行規則に基づ

く文書において不要と思われる文書があれば該当する文書の□ボタンをクリックし、その理由をご記入くだ

さい。 

【老人福祉法施行規則に基づく文書】 

☐ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

（理由：                                           ） 

☐ 建築基準法第六条第一項の確認を受けたことを証する書類 

（理由：                                           ） 

☐ 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書 

（理由：                                           ） 

☐ 施設の運営の方針 

（理由：                                           ） 

☐ 入居定員及び居室数 

（理由：                                           ） 

☐ 市場調査等による入居者の見込み 

（理由：                                           ） 

☐ 職員の配置の計画 

（理由：                                           ） 

☐ 前払金、利用料その他の入居者の費用負担の額 

（理由：                                           ） 

☐ 前払金の保全措置を講じたことを証する書類 

（理由：                                           ） 

☐ 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支

払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容 

（理由：                                           ） 

☐ 入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容 

（理由：                                           ） 

☐ 医療施設との連携の内容 

（理由：                                           ） 

☐ 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法 

（理由：                                           ） 

☐ 長期の収支計画 

（理由：                                           ） 

☐ 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用 

負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書 

（理由：                                           ） 
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問６ その他、事業者に提出を求める事務文書の効率化についてご意見がありましたらご記入ください。 

 

 

問７ 都道府県のみにお聞きします。有料老人ホームの届出情報につい

て、基礎自治体(政令指定都市、中核市を除く市町村)への情報共有を行

っていますか。             

☐行っている ☐行っていない 

（問７で「行っている」とご回答された方にお聞きします。） 

問８ 基礎自治体とはどのような方法で情報共有を行っていますか。 

☐ 文書による通知 

☐ ホームページへの公表 

☐ その他 

具体的に 

 

 

 

 
 

 

問９ 都道府県のみにお聞きします。指導監督上において基礎自治体と

は連携を図っていますか。 

☐図っている  ☐図っていない 

（問９で「図っている」とご回答された方にお聞きします。） 

問１０ どのように連携を図っていますか。 

☐情報共有 

☐会議の開催 

☐集団指導の共催 

☐監査の同行 

☐その他 

具体的に 
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３．施設で入居者への虐待(虐待認定した事案に限る)が発生した場合の対応について 
 

（問１１・１２・１５・１６については、政令指定都市及び中核市のみにお聞きします。） 
 

問１１ 自治体として虐待事案への対応スキーム（通報から行政処分までの

手続きの流れ）はありますか。 
☐はい  ☐いいえ 

※「はい」とご回答された方は、スキームをメールに添付いただくか、公表している場合は以下へのＵＲ

Ｌの記入かのいずれかでご対応ください。 

（ＵＲＬ） 

問１２ 虐待が発生した事業者からの報告様式はありますか。 ☐はい  ☐いいえ 

※「はい」とご回答された方は、様式をメールに添付いただくか、公表している場合は以下へのＵＲＬの

記入かのいずれかでご対応ください。 

   （ＵＲＬ） 

問１３ 都道府県のみにお聞きします。都道府県における虐待発生時の

基礎自治体からの連絡や対応ルールを定めていますか。 
☐はい  ☐いいえ 

（問１３で「はい」とご回答された方にお聞きします。） 

問１４ どのような対応ルールを定めているか具体的にご記入ください。 

 

 

 

問１５ 平成２８年度から平成３０年度までの間に、虐待における事業者

への文書指導を行った事業所数は何件ありましたか。 
         件 

※具体的にどのような指導を行ったか、指導概要を本調査票に併せてメールに添付いただきますようお願い

します。 

問１６ 虐待が発生した事業者の改善への取り組み状況はどのように確認を行っているか具体的にご記入

ください。 

 

問１７ 虐待事案に対応する上での課題がありましたらご記入ください。 

 

 

 

４．施設で発生する事故への対応について 

 

問１８ 事故が発生した事業者向けの報告要領（又は報告様式）はあり

ますか。 
☐はい  ☐いいえ 

※「はい」とご回答された方は、様式をメールに添付いただくか、公表している場合は以下へのＵＲＬの

記入かのいずれかでご対応ください。 

   （ＵＲＬ）  
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問１９ 施設で事故が発生した場合の、自治体としての対応スキーム

（行政処分までの手続きの流れ）はありますか。 
☐はい  ☐いいえ 

※「はい」とご回答された方は、スキームをメールに添付いただくか、公表している場合は以下へのＵＲ

Ｌの記入かのいずれかでご対応ください。 

   （ＵＲＬ）  

問２０ 自治体が事故対応を図る上で、業務上の課題がありましたらご記入ください。 

 

 

５．行政処分の取扱いについて 

 

問２１ 平成２８年度から同３０年度までの間に、下記における行政処分等は何回ありましたか。     

①文書による指導（定期的な立入検査での文書指導は除く。特別検査

や指導等に基づく場合のみ。） 
     回 

②改善命令      回 

③事業停止命令      回 

※問２１で②改善命令、③事業停止命令の処分を行ったことがある場合、処分概要を本調査票に併せてメ

ールに添付いただきますようお願いします。 

問２２ 都道府県のみにお聞きします。基礎自治体から、事件や事故

等の発生時に、迅速な情報共有が図られていますか。 
☐図っている ☐図っていない 

（問２２で「図っていない」とご回答された方にお聞きします。） 

問２３ 具体的にどのような点が課題になっていますか。 

 

問２４ 行政処分を行う上で、他部局や、都道府県・市町村との連携上

で、課題となっていることはありますか。 
☐ある  ☐ない 

（問２４で課題が「ある」とご回答された方にお聞きします。） 

問２５ 具体的にどのような点が課題になっていますか。 

 

 

 

（問２４で課題は「ない」とご回答された方にお聞きします。） 

問２６ 連携を図る上で、特に取り組まれている事柄は何でしょうか。 

 

 

問２７ 行政処分の実施において、課題や問題と考えられる点をご記入ください。 
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